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刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定について（通達）

刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定（平成22年条約第13号。以

下「協定」という。）については、平成23年１月２日に発効し、運用されているところで

あるが、協定第30条の規定に基づき、協定第４条に関連して両締約者の中央当局を定め

る附属書I、協定第６条に関連して自国の法令により協定に基づく共助の請求の申立てを

行う権限を有する当局を定める附属書Ⅱ及び協定第９条に関連して各国が受け入れる言

語を定める附属書Ⅲを修正する公文（別添１参照）が平成28年５月19日に欧州連合との

間で交換され、当該修正は同日から効力を生じることとなった（附属書修正後の協定に

ついては、別添２を参照のこと。）。

引き続き、協定の概要及び運用上の留意事項は下記のとおりであるので事務処理上遺

漏のないようにするとともに、犯罪捜査のためにこの協定を積極的に活用されたい。

なお、本通達の発出に伴い、「刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協

定について（通達）」（平成26年７月14日付け警察庁丙国捜発第43号）は廃止する。

記

１ 協定の概要

この協定は、刑事に関する共助の分野における我が国と欧州連合加盟国との間の協

力を一層実効あるものとし、そのような協力が犯罪と戦うことに貢献することを目的

として締結されたものである。この協定の概要は次のとおりである。

(1) 被請求国は、請求国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続（司法手続を

含む。）について協定の規定に従って共助を実施すること等について定める。（第１

条）

(2) 用語の定義について定める。（第２条）

(3) 協定に基づく共助の範囲について定める。（第３条）

(4) 共助の請求の送付、受領及び当該請求への回答、請求された共助の実施又は自国

の法令に基づいて当該共助を実施する権限を有する当局への当該請求の送付に責任

を有する中央当局の指定について定める。（第４条）

(5) 協定に基づく共助の請求は、請求国の中央当局から被請求国の中央当局に対して

送付されること等、中央当局間の連絡について定める。（第５条）

(6) 協定に基づく共助の請求の申立てを行う権限を有する当局について定める。（第６

条）

(7) 協定に従って送付する書類であって、権限のある当局又は中央当局の署名又は押



印によって証明されているものは、認証を必要としないことについて定める。（第７

条）

(8) 共助の請求の方法、共助の請求に当たって通報することが必要な事項等について

定める。（第８条）

(9) 共助の請求及びそれに附属する文書には、被請求国の公用語等による翻訳文を添

付することについて定める。（第９条）

(10) 被請求国は請求された共助を協定の関連規定に従って速やかに実施すること、被

請求国の権限のある当局は当該共助の実施を確保するためにその権限の範囲内で可

能なあらゆる措置をとること等、被請求国が請求された共助の実施に当たってとら

なければならない手続等について定める。（第10条）

(11) 被請求国が共助を拒否することができる場合等について定める。（第11条）

(12) 請求された共助の実施に要する費用の負担等について定める。（第12条）

(13) 協定の規定に従って提供される又は取得される証言、供述、物件又は情報につい

て請求国に課される使用の制限及びこれらに関する請求国の秘密保全等について定

める。（第13条）

(14) 協定の規定に従って提供された物件の輸送、保管及び返還に関する条件について

定める。（第14条）

(15) 証言又は供述の取得について定める。（第15条）

(16) 被請求国は、一定の場合において、請求国の権限のある当局がビデオ会議を通じ

て被請求国に所在する者から証言又は供述を取得することを可能とすることができ

ること及びその場合に適用される手続について定める。（第16条）

(17) 物件の取得について定める。（第17条）

(18) 特定の銀行口座に関する特定の記録、文書又は報告等を提供すること及びそのた

めの条件等について定める。（第18条）

(19) 人、物件又は場所の見分について定める。（第19条）

(20) 人、物件若しくは場所又はこれらの所在地の特定について定める。（第20条）

(21) 被請求国の立法機関、行政機関若しくは司法機関又は地方公共団体が保有する物

件の提供について定める。（第21条）

(22) 被請求国に所在する者に対する文書の送達及び招請の伝達等について定める。（第

22条）

(23) 請求国の権限のある当局への出頭が招請され、又は求められている者に対して与

えられる保護措置について定める。（第23条）

(24) 被請求国において拘禁されている者の身柄の一時的な移送であって、証言の取得

その他の立証の目的のためのものについて定める。（第24条）

(25) 収益又は道具の凍結及び没収並びにこれらに関連する手続についての共助につい

て定める。（第25条）

(26) 事前の要請がない場合においても、刑事に関する情報を相互に提供することがで

きること等について定める。（第26条）

(27) 協定のいずれの規定も、いずれかの国が他の適用可能な国際協定又は適用可能な

自国の法令に従って共助を要請し、又は実施することを妨げるものではないこと等



について定める。（第27条）

(28) 日本国及び欧州連合加盟国の中央当局は、共助の実施に関する困難を解決し、及

び迅速かつ効果的な共助の実施を促進する目的で協議するものとし、当該目的に必

要な措置について決定することができること、また、日本国及び欧州連合は、協定

の解釈又は適用に関して生ずるいかなる問題についても協議することについて定め

る。（第28条）

(29) 協定を適用する地理的範囲について定める。（第29条）

(30) 附属書が協定の不可分の一部を成すこと及び附属書の修正のための手続について

定める。（第30条）

(31) 協定の効力発生に必要な自己の内部手続を完了した旨を相互に通知する外交上の

公文を交換した日の後30日目の日に協定が効力を生ずること、いずれの一方の締約

者も、他方の締約者に対して書面により通告を行うことにより、いつでも協定を終

了させることができること等について定める。（第31条）

(32) 附属書Ⅰは第４条に関連して両締約者の中央当局を、附属書Ⅱは第６条に関連し

て自国の法令により協定に基づく共助の請求の申立てを行う権限を有する当局を、

附属書Ⅲは第９条に関連してそれぞれの国が受け入れる言語を、及び附属書Ⅳは第

11条に関連して特定の加盟国をそれぞれ定める。

２ 協定の実施のための国内措置

この協定により、被請求国は、共助を拒否し得る場合（第11条１及び２）を除き、

この協定の関連規定に従って（第10条１）、また、自国の法令に基づく措置により（第

10条２）、請求された共助を速やかに実施する義務を負うこととなる。

この点、我が国においては、国際捜査共助等に関する法律（昭和55年法律第69号）

等により、協定上の義務の実施を担保することとなる。

３ 留意事項

(1) 協定の適用対象国

平成28年５月19日現在、協定が適用される欧州連合加盟国は、次のとおりであり、

デンマーク王国については、現時点で本協定の適用がないので留意すること。

アイルランド、イタリア共和国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オラ

ンダ王国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北アイルラン

ド連合王国、クロアチア共和国、スウェーデン王国、スペイン王国、スロバキア共

和国、スロベニア共和国、チェコ共和国、ドイツ連邦共和国、ハンガリー、フィン

ランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ベルギー王国、ポーランド共

和国、ポルトガル共和国、マルタ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ル

ーマニア、ルクセンブルク大公国

(2) 我が国による請求関係

ア これまで欧州連合加盟国との間における共助については、協定その他の国際約

束がなかったことから、国際礼譲に基づいて行われてきたが、この協定の締結に

より、我が国が請求する共助が欧州連合加盟国において一層確実に実施されるこ

とを確保できるところ、欧州連合加盟国に共助を請求するに当たっては、この協

定を積極的に活用すること。



イ 我が国からの共助の請求が死刑を科し得る犯罪、又はポルトガル共和国に対す

る請求については無期の拘禁刑を科し得る犯罪に関連する場合、共助の実施のた

めの条件に関し我が国と被請求国との間で合意がある場合を除き、被請求国は、

当該実施により自国の重要な利益が害されるおそれがあるとして共助を拒否する

ことができるとされているが、共助の実施のための条件については、我が国と被

請求国との間で各事案の具体的事情に基づいて適切に判断されるものであること

に留意すること。（第11条１(b)関係）

ウ 我が国における捜査、訴追その他の手続（司法手続を含む。）であって共助の請

求の目的であるものの対象となる者について、欧州連合加盟国において同一の事

実により確定判決を受けたことがある者であると認める場合には、被請求国は共

助を拒否することができるとされているので留意すること。（第11条１(d)関係）

エ この協定の発効前においては、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われ

たとした場合において、その行為が我が国の法令によれば罪に当たるものでない

ときは、共助をすることができなかったため、相互主義の観点から、いわゆる双

罰性が欠如している行為について欧州連合加盟国に共助の実施を求めることは事

実上不可能であった。しかし、この協定の発効により、オーストリア共和国及び

ハンガリーを除く欧州連合加盟国にあっては、双罰性が欠如している場合であっ

ても、請求された共助の実施に当たり強制措置が必要でない限り、双罰性の欠如

を理由に共助を拒否することができなくなり、我が国としては、実施を求めるこ

とができる共助が拡大することとなる。また、共助の実施に当たり強制措置が必

要である場合であっても、オーストリア共和国及びハンガリーを除く欧州連合加

盟国の裁量により我が国の請求した共助を実施することは妨げられない。共助の

請求の依頼を検討するに当たっては、これらの点に留意すること。（第11条２関係）

オ 共助については、これまで外交上の経路を通じて行うことが一般的であったが、

この協定の締結により、共助に関する連絡を各国の指定する中央当局間で直接行

うことにより、共助の迅速化が期待される。

我が国による請求については、警察官又は皇宮護衛官により送付された請求に

関連する中央当局は、国家公安委員会又は国家公安委員会が指定する者となる。

国家公安委員会は、警察庁刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官(以下「警察庁国

際捜査管理官」という。)を中央当局に指定したので、警察庁刑事局の所掌に属す

る事件に関してこの協定に基づく共助の請求をすることが適当であると認められ

るときは、警察庁国際捜査管理官に共助の請求を依頼すること。警察庁刑事局の

所掌に属する事件以外の事件に関してこの協定に基づく共助の請求をすることが

適当であると認められるときは、警察庁主管課を経由して警察庁国際捜査管理官

に共助の請求を依頼すること。（第４条関係）

カ この協定に基づく共助の請求に当たっては、協定第８条３に掲げる事項を通報

すること、同条４に掲げる事項のうち当該共助に関連性を有すると認めるものに

ついて可能な限り通報すること及び同条５に掲げる事項のうち必要と認めるもの

についても通報することとされているところ、共助の請求の依頼に当たり留意す

ること。（第８条関係）



(3) 欧州連合加盟国による請求関係

請求された共助の実施が我が国において進行中の捜査等の手続を妨げると認める

場合には、当該実施を保留し、又は必要と認める条件を請求国との協議の後に付す

ことができるとされているので、共助の実施が進行中の捜査を妨げるような状況が

ある場合には、直ちに警察庁国際捜査管理官に連絡し、調整を受けること。（第10

条関係）

別添１（略）
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附
属
書
Ⅰ

中
央
当
局

両
締
約
者
の
中
央
当
局
は
、
次
の
当
局
と
す
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

司
法
・
平
等
大
臣
及
び
同
大
臣
が
指
定
す
る
者

イ
タ
リ
ア
共
和
国

司
法
省
法
務
総
局
刑
事
局

エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国

法
務
省

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国

法
務
省

オ
ラ
ン
ダ
王
国

オ
ラ
ン
ダ
安
全
・
司
法
省

キ
プ
ロ
ス
共
和
国

法
務
・
公
の
秩
序
省

ギ
リ
シ
ャ
共
和
国

法
務
・
透
明
性
・
人
権
省

グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

内
務
省
（
英
国
中
央
当
局
）
、
歳
入
関
税
庁
及
び
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
検
察
庁
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
中
央
当
局
）

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国

司
法
省
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国

法
務
省
及
び
文
書
の
送
達
に
関
す
る
請
求
に
つ
い
て
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
県
行
政
庁

ス
ペ
イ
ン
王
国

法
務
省
国
際
司
法
協
力
副
総
局

ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国

公
判
前
の
手
続

検
事
総
局

公
判
中
の
段
階

法
務
省

共
助
の
請
求
の
受
領

法
務
省

ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国

法
務
省
国
際
共
助
課

チ
ェ
コ
共
和
国

事
件
の
訴
え
が
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
前
（
公
判
前
の
手
続
）

チ
ェ
コ
共
和
国
最
高
検
察
庁

事
件
の
訴
え
が
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
後
（
公
判
中
の
刑
事
手
続
）

チ
ェ
コ
共
和
国
法
務
省

デ
ン
マ
ー
ク
王
国

法
務
省

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

連
邦
司
法
庁

ハ
ン
ガ
リ
ー

法
務
省
及
び
最
高
検
察
庁
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フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国

法
務
省

フ
ラ
ン
ス
共
和
国

司
法
省
刑
事
・
恩
赦
局
国
際
刑
事
共
助
課

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国

法
務
省

ベ
ル
ギ
ー
王
国

連
邦
法
務
省
国
際
刑
事
協
力
局

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国

公
判
前
の
段
階

検
事
総
局

公
判
中
の
段
階

法
務
省

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国

検
事
総
局

マ
ル
タ
共
和
国

司
法
長
官
庁

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国

起
訴
ま
で
の
公
判
前
捜
査
の
間

国
家
警
察

事
件
を
裁
判
所
に
送
致
す
る
ま
で
の
公
判
前
捜
査
の
間

検
察
総
局

公
判
中

法
務
省
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リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国

リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
法
務
省
及
び
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
最
高
検
察
庁

ル
ー
マ
ニ
ア

法
務
省
国
際
法
・
司
法
協
力
局
国
際
刑
事
共
助
課

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国

検
事
総
長

日
本
国

法
務
大
臣
及
び
国
家
公
安
委
員
会
並
び
に
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
者
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附
属
書
Ⅱ

第
六
条
の
規
定
に
関
し
、
自
国
の
法
令
に
よ
り
こ
の
協
定
に
基
づ
く
共
助
の
請
求
の
申
立
て
を
行
う
権
限
を
有
す
る
当
局

は
、
次
の
当
局
と
す
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

検
察
庁
長
官

イ
タ
リ
ア
共
和
国

検
察
官

検
事
正
、
検
事
正
補
、
軍
事
検
事
正
、
軍
事
検
事
正
補
、
検
事
総
長
、
検
事
総
長
補
、
軍
事
検
事
総
長
及
び
軍
事
検

事
総
長
補

裁
判
官

治
安
判
事
、
捜
査
判
事
、
予
備
聴
聞
判
事
、
通
常
裁
判
所
、
軍
事
裁
判
所
、
巡
回
裁
判
所
、
控
訴
裁
判
所
、
控
訴
巡

回
裁
判
所
、
控
訴
軍
事
裁
判
所
及
び
破
棄
院

エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国

裁
判
官
及
び
検
察
官
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国

裁
判
所
及
び
検
察
官

オ
ラ
ン
ダ
王
国

法
の
運
用
に
責
任
を
有
す
る
司
法
機
関
の
職
員
、
予
審
治
安
判
事
及
び
検
察
庁
の
職
員

キ
プ
ロ
ス
共
和
国

司
法
長
官
、
国
家
警
察
長
官
、
関
税
・
間
接
税
局
長
官
、
資
金
洗
浄
対
策
室
（
Ｍ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｓ
）
室
員

並
び
に
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
に
お
い
て
調
査
及
び
起
訴
を
行
う
権
限
を
有
す
る
そ
の
他
の
当
局
又
は
者

ギ
リ
シ
ャ
共
和
国

控
訴
院
検
察
庁

グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

裁
判
所
及
び
検
察
官

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国

国
際
共
助
の
実
施
に
関
す
る
特
別
の
法
令
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
裁
判
所
及
び
国
家
検
察
庁
並
び
に

ク
ロ
ア
チ
ア
の
法
令
の
下
で
罰
金
刑
を
科
し
得
る
犯
罪
に
つ
い
て
軽
罪
手
続
を
行
う
行
政
当
局

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国

裁
判
所
、
検
察
官
及
び
執
行
庁
並
び
に
文
書
の
送
達
に
関
す
る
請
求
に
つ
い
て
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム

県
行
政
庁

ス
ペ
イ
ン
王
国

刑
事
法
廷
の
治
安
判
事
及
び
裁
判
官
並
び
に
検
察
官

ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国

裁
判
官
及
び
検
察
官

ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国

地
区
裁
判
所
裁
判
官
、
捜
査
判
事
、
地
方
裁
判
所
裁
判
官
、
高
等
裁
判
所
裁
判
官
、
最
高
裁
判
所
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裁
判
官
、
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
、
地
方
検
察
官
、
高
等
検
察
官
及
び
最
高
検
察
官

チ
ェ
コ
共
和
国

チ
ェ
コ
共
和
国
の
検
察
官
及
び
裁
判
所

デ
ン
マ
ー
ク
王
国

地
方
裁
判
所
、
高
等
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
及
び
公
訴
関
係
機
関
（
法
務
省
、
検
察
庁
長
官
、
検
察

官
及
び
警
察
本
部
長
を
含
む
。
）

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

連
邦
司
法
・
消
費
者
保
護
省
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
）
、
連
邦
通
常
裁
判
所
検

事
総
長
（
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
）
、
連
邦
司
法
庁
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
司
法
省
（
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
）
、

バ
イ
エ
ル
ン
州
司
法
省
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
）
、
司
法
・
消
費
者
保
護
省
（
ベ
ル
リ
ン
）
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
司
法
・
欧

州
・
消
費
者
保
護
省
（
ポ
ツ
ダ
ム
）
、
司
法
・
憲
法
省
（
ブ
レ
ー
メ
ン
）
、
自
由
ハ
ン
ザ
都
市
ハ
ン
ブ
ル
ク
司
法
省
（
ハ
ン

ブ
ル
ク
）
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
司
法
省
（
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
）
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ア
ポ
ン
メ
ル
ン
州
司
法
省
（
シ
ュ

ヴ
ェ
リ
ン
）
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
司
法
省
（
ハ
ノ
ー
バ
ー
）
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
司
法
省

（
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
）
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
司
法
・
消
費
者
保
護
省
（
マ
イ
ン
ツ
）
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
州

司
法
省
（
ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
）
、
ザ
ク
セ
ン
州
司
法
省
（
ド
レ
ス
デ
ン
）
、
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
州
司
法
・
男
女

平
等
省
（
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
）
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
司
法
・
文
化
・
欧
州
問
題
省
（
キ
ー
ル
）
、
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テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
移
住
・
司
法
・
消
費
者
保
護
省
（
エ
ア
フ
ル
ト
）
、
上
級
地
方
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
、
区
裁
判
所
、

上
級
地
方
裁
判
所
検
事
長
、
地
方
裁
判
所
検
事
正
、
国
家
社
会
主
義
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
司
法
行
政
州
中
央
事
務
局
（
ル
ー

ト
ヴ
ィ
ヒ
ス
ブ
ル
ク
）
、
連
邦
刑
事
庁
及
び
ド
イ
ツ
税
関
捜
査
局
中
央
事
務
局

ハ
ン
ガ
リ
ー

検
察
庁
及
び
裁
判
所

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国

法
務
省
、
第
一
審
裁
判
所
、
控
訴
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
、
検
察
官
、
警
察
当
局
、
税
関
当
局

及
び
予
備
刑
事
捜
査
法
の
下
で
刑
事
手
続
に
お
け
る
予
備
刑
事
捜
査
当
局
の
資
格
を
有
す
る
国
境
警
備
官

フ
ラ
ン
ス
共
和
国

刑
事
裁
判
所
の
院
長
、
所
長
、
裁
判
長
及
び
裁
判
官
、
刑
事
裁
判
所
の
予
審
判
事
並
び
に
刑
事
裁
判

所
の
検
察
官
（
破
棄
院
検
事
総
長
、
控
訴
院
検
事
長
、
破
棄
院
検
察
官
、
控
訴
院
検
察
官
、
大
審
裁
判
所
検
事
正
、
大
審
裁

判
所
次
席
検
事
、
大
審
裁
判
所
検
察
官
、
国
家
財
政
金
融
検
事
局
財
政
金
融
検
事
正
、
財
政
金
融
次
席
検
事
、
財
政
金
融
検

察
官
及
び
違
警
罪
裁
判
所
検
察
官
）

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国

公
判
前
の
刑
事
事
件

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
最
高
破
棄
検
察
庁

公
判
段
階
の
刑
事
事
件

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
裁
判
所
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ベ
ル
ギ
ー
王
国

司
法
当
局
（
法
の
運
用
に
責
任
を
有
す
る
司
法
機
関
の
職
員
、
予
審
治
安
判
事
及
び
検
察
庁
の
職
員
を

意
味
す
る
も
の
と
了
解
す
る
。
）

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国

検
察
官
及
び
裁
判
所

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国

検
察
庁
（
捜
査
段
階
）
、
捜
査
判
事
及
び
公
判
裁
判
官

マ
ル
タ
共
和
国

治
安
判
事
裁
判
所
、
少
年
裁
判
所
、
刑
事
裁
判
所
、
刑
事
控
訴
裁
判
所
、
司
法
長
官
、
司
法
副
長
官
、

司
法
長
官
庁
法
務
官
及
び
治
安
判
事

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国

捜
査
官
、
検
察
官
及
び
裁
判
官

リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国

裁
判
官
及
び
検
察
官

ル
ー
マ
ニ
ア

裁
判
所
及
び
裁
判
所
検
察
部

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国

司
法
当
局
（
法
の
運
用
に
責
任
を
有
す
る
司
法
機
関
の
職
員
、
予
審
治
安
判
事
及
び
検
察
庁

の
職
員
を
意
味
す
る
も
の
と
了
解
す
る
。
）

日
本
国

裁
判
所
、
裁
判
長
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
及
び
司
法
警
察
職
員
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附
属
書
Ⅲ

第
九
条
の
規
定
に
関
し
、
加
盟
国
及
び
日
本
国
は
、
次
の
言
語
を
受
け
入
れ
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
及
び
英
語

イ
タ
リ
ア
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
エ
ス
ト
ニ
ア
語
及
び
英
語

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ド
イ
ツ
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

オ
ラ
ン
ダ
王
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

キ
プ
ロ
ス
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
語
及
び
英
語

ギ
リ
シ
ャ
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
英
語

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ク
ロ
ア
チ
ア
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
。
た
だ
し
、
請
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求
を
取
り
扱
う
当
局
が
個
々
の
事
案
に
お
い
て
別
の
言
語
を
認
め
る
場
合
を
除
く
。

ス
ペ
イ
ン
王
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ス
ペ
イ
ン
語

ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ス
ロ
バ
キ
ア
語

ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ス
ロ
ベ
ニ
ア
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

チ
ェ
コ
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
チ
ェ
コ
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

デ
ン
マ
ー
ク
王
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
デ
ン
マ
ー
ク
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ド
イ
ツ
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

ハ
ン
ガ
リ
ー

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
及
び
英
語

フ
ラ
ン
ス
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
語

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

ベ
ル
ギ
ー
王
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
及
び
ド
イ
ツ
語
並
び
に
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英

語
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ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
語

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
並
び
に
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語
及
び
フ
ラ
ン
ス
語

マ
ル
タ
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
マ
ル
タ
語

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ラ
ト
ビ
ア
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
リ
ト
ア
ニ
ア
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

ル
ー
マ
ニ
ア

全
て
の
場
合
に
お
い
て
ル
ー
マ
ニ
ア
語
、
英
語
及
び
フ
ラ
ン
ス
語
。
ル
ー
マ
ニ
ア
は
、
長
い
文
書
に
関

し
、
個
別
の
場
合
に
お
い
て
、
ル
ー
マ
ニ
ア
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
要
求
す
る
権
利
又
は
請
求
国
に
よ
る
経
費
の
負
担
に
お
い

て
当
該
翻
訳
文
を
作
成
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
及
び
ド
イ
ツ
語
並
び
に
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語

日
本
国

全
て
の
場
合
に
お
い
て
日
本
語
及
び
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
英
語
。
た
だ
し
、
日
本
国
は
、
個
別
の
緊
急
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
の
附
属
書
の
下
で
英
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
請
求
国
か
ら
の
請
求
に
つ
い
て
、
日
本
語

に
よ
る
翻
訳
文
を
要
求
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
















